
日時：令和７年９月１０日（水）
１３時１５分～

場所：岐阜県庁２０階 会議室2001

第１８回 岐阜県ＣＳＦ有識者会議

1. 農場を守る対策

2. 野生いのしし対策

（議 題）
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議題１ 農場を守る対策
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• 令和元年１０月の初回接種以降、ワクチン接種と定期的な抗体検査を実施。

• 農場ごとに母豚の抗体レベル（免疫付与における抗体量の水準）や離乳時期を確認したうえで、接種時期
の前倒しを含め、その農場に適した時期に接種を実施。

• 令和６年度下半期と同様に、７年度上半期は母豚の陽性率が低い傾向。

（１）飼養豚のワクチン接種による抗体付与状況
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＜免疫付与率の推移＞

（Ｒ７.８.２２現在）

肥育豚母豚検査時期

と畜場出荷時点

９９％ (387/390)９６％ (223/233)下半期R元年度

６９％ (394/574)９５％ (377/395)上半期R２年度

８３％ (334/401)４９％ (389/790)９３％ (343/369)下半期R２年度

９６％ (333/347)５１％ (410/810)９４％ (583/620)上半期R３年度

９３％ (272/292)５４％ (418/775)８４％ (521/622)下半期R３年度

９３％ (290/312)６３％ (496/788)９０％ (595/663)上半期R４年度

９２％ (721/785)５７％ (410/724)７８％ (419/534)下半期R４年度

８４％ (740/878)６７％ (476/709)８５％ (522/612)上半期R５年度

８１％ (737/914)５５％ (451/813)８３％ (433/523)下半期R５年度

８４％ (656/779)５９％ (429/723)８２％ (551/670)上半期R６年度

８３％ (709/856)５０％ (371/746)７０％ (357/513)下半期R６年度

８８％ (486/555)５１％ (272/538)７３％ (457/624)上半期R７年度

※令和４年度下半期以降の「と畜場出荷時点」のデータは、と畜場で
採材した個体のほか、出荷直前に農場で採材した個体を含む。

※「と畜場出荷時点」以外のデータの陽性
→ ELISA検査 陽性（S/P値0.１以上）

※「と畜場出荷時点」のデータの陽性
→ ELISA検査 陽性・疑陽性（ S/P値0.05以上）

中和試験による中和抗体価1倍以上（R2年度は2倍以上）

計
中和
陰性

中和
陽性

ELISA
疑陽性

ELISA
陽性

5556913161294検体数

ー12.423.611.053.0％

＜R7上半期と畜場出荷時点検査結果の内訳＞



（１）飼養豚のワクチン接種による抗体付与状況
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（Ｒ７.８.22現在）

＜母豚の抗体レベルの分布とその推移(R元年度下半期～4年度)＞

※母豚の抗体レベルの分布は、ELISA検査によるS/P値で作成。



• 令和７年度下半期の母豚の抗体価分布は、令和６年度下半期とほぼ同様、低抗体価の割合が多い傾向。

（１）飼養豚のワクチン接種による抗体付与状況
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（Ｒ７.８.22現在）

＜母豚の抗体レベルの分布とその推移(R5年度～7年度上半期)＞

※母豚の抗体レベルの分布は、ELISA検査によるS/P値で作成。



（２）発生農場等の再開状況
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未発生 発生
11.6万頭

• 豚熱発生農場等２２農場のうち１６農場が再開。飼養頭数は当時の９４．９％に回復（R7.9.1現在）。
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再開率
豚熱発生
農場等 廃業再開未定出荷再開

７２.７％３農場３農場１６農場２２農場

回復率現在の飼養頭数豚熱発生前

９４．９％１０９，８６９頭１１５,８０６頭

＜県豚熱発生等農場の再開状況（Ｒ７.９.１現在）＞

＜県飼養頭数の状況（Ｒ７.９.１現在）＞

＜飼養頭数の推移＞

【
飼

養
頭

数
】



1)原種豚の抗体価把握 ⇒ １年以上かけ把握。産子のワクチン接種時期の検討材料に
2)原種豚産子の初乳の分割授乳 ⇒ 同腹産子の移行抗体価レベルを平準化
3)原種豚産子のワクチン接種時期の細分化 ⇒ 高低２グループに時期を分け接種。抗体価レベルを平準化
※ 上記 1)から3)を、令和４年２月頃から順次開始

• 抗体価が高い母豚の更新を進めたことで、母豚の抗体価が全体的に低下。
• 今後も対策を継続することで、母豚の抗体価のバラツキ改善を図る。

（３）母豚の抗体価のバラツキを少なくする取組事例（農家Ａ）

① 母豚の抗体価分布の推移

• 原種豚を導入し、一貫経営を営む農家Ａにおいて、母豚の抗体価のバラツキを少なくする対策を実施。
• 対策を講じた結果、R６上半期は抗体価のバラツキは減少したが、R７上半期には再びバラツキが増加。

② 肥育豚の抗体価

【対策前（Ｒ３下半期）】

・ 第２世代以降１００％
・ 抗体価分布のバラツキは減少傾向

・ 第１世代：３３％ 第２世代：６７％
・ ２峰性の分布

【対策後（Ｒ６上半期）】

対
策

現
状 8

※ ELISA S/P値から中和抗体価を推定し作成

【対策後（Ｒ７上半期）】

・ 第２世代以降１００％
・ 抗体価分布のバラツキは増加傾向

ELISA陽性率
中和陽性率

・ と畜場で採材した検体の抗体検査結果
・ R6下半期の結果は、母豚の抗体価分布のバラツキ

が減少したR6上半期に生まれた豚の結果であるが、
それほど改善はみられていない。

・中和抗体価は概ね８０％を維持している。



（４）「農場を守る対策」の取組状況
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① 野生動物侵入防止壁の整備

養豚場への野生動物及び雨水の侵入を防止するため、農場周囲に整備（消費・安全対策交付金1/2）

• 令和６年度：恵那地域の養豚場１戸で実施

• 令和７年度：岐阜地域の養豚場１戸及び飛騨地域の養豚場１戸で実施中

（恵那地域養豚場）
高さ2.5m×長さ80m
山の斜面に面している箇所に設置

（岐阜地域養豚場）
高さ1.8m×長さ282m
山の斜面に面している箇所と堆肥舎近くに設置

（施行前） （施工後）

（飛騨地域養豚場）
高さ2～3m×長さ470.8m
全周に設置



（４）「農場を守る対策」の取組状況
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② ワクチン接種関連研修の実施

• 接種技術等の維持のため、講習会やフォローアップ研修を実施。

（令和７年度 実績・計画）
・新規登録希望者のための「登録飼養衛生管理者研修」を、各家畜保健衛生所で開催。（随時）
・「登録飼養者衛生管理者フォローアップ研修」をWEBで開催。（９月２５日、２月）
・「豚熱ワクチン接種に関する講習会」をWEBで開催。（１１月）

③ 防疫訓練等の実施

• 農場における豚熱やアフリカ豚熱の発生、野生いのししにおけるアフリカ豚熱感染発生に備え、防疫措
置などの演習を実施。

• 農場に対し、石灰による一斉消毒や、野生動物の侵入防止柵などの点検について、注意喚起を実施。

（令和７年度 計画）
・石灰による一斉消毒や、野生動物の侵入防止柵などの点検について、注意喚起を実施。（９月）

（一斉消毒は野生いのししの感染確認状況により、追加実施）
・野生いのししにおけるアフリカ豚熱発生に備えた防疫演習を実施。（１１月）

④ 人材育成

• 家畜保健衛生所職員のスキルアップのため、大学や民間家畜診療施設などに職員を派遣するほか、産業
動物獣医師や県職員獣医師の確保に努める。

（令和７年度 実績・計画）
㈲あかばね動物クリニック １名（８月 ４日～ ８月２９日）
北海道大学 １名（８月１８日～１１月１４日）
宇都宮大学 １名（９月 １日～ ９月２６日）

• 国が主催する家畜衛生講習会等に職員７名が参加、３名が参加予定。
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議題２ 野生いのしし対策



（１）全国の感染いのししの現状

• 前回会議(R7.1.6)以降、新たに長崎県(2.3)、宮崎県(4.11)、福岡県(8.12)で確認され、計４１都
府県に拡大。

※未確認：北海道、千葉県、大分県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
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＜全国の感染いのしし確認地点（R7.1.31～R7.7.30）＞



（２）近隣県の感染いのししの状況

• 三重県において感染が増加傾向。

13

陽性率

（前年）
陽性率検査数（頭）陰性（頭）陽性（頭）県名

2.7%3.4%35534312富山県

6.0%1.8%2752705石川県

2.4%5.4%1481408福井県

7.5%2.8%47245913長野県

1.0%1.3%2322293愛知県

4.6%10.5%1,1431,023120三重県

13.2%3.7%1091054滋賀県

8.2%1.7%1,0871,06819岐阜県

＜近隣県の感染いのしし確認地点（R7.1.31～R7.7.30） ＞ ＜近隣県の野生いのしし検査結果（R7.1.31～R7.7.30） ＞

※「陽性率（前年）」の期間はR6.2.16～R6.8.14



（３）県内のいのししの現状
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① 感染状況

• 令和７年度は、８月２９日時点で、１４頭の感染を確認（前年度は同時期までに８７頭の感染を確認）。

• 例年に比べ感染頭数は少ないが、依然、中濃地域（関市、美濃加茂市周辺、郡上市）で感染を確認。

(C)岐阜県

＜令和７年度 野生いのしし捕獲・発見地点（R7.8.29時点）＞ 頭数
市町村名

R7R6

17岐阜市

-3山県市

-2本巣市

1-大垣市

1-垂井町

18関市

-3美濃市

517郡上市

118美濃加茂市

-2可児市

-3富加町

-2川辺町

-2御嵩町

-5瑞浪市

-1土岐市

-2中津川市

-3恵那市

11高山市

21飛騨市

17下呂市

1487計

凡例

豚熱陽性

陰性



（３）県内のいのししの現状
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• 年間を通して、郡上市～美濃加茂市を軸とした地域で感染確認された。

• 一方、東濃・恵那地域においては、密度はそれほど高くはないが、程々に免疫獲得個体が確認されるととも
に、感染を抑えることができた。

• 冬季において、飛騨地域（飛騨市・白川村）で陽性確認された。

＜四半期別感染いのしし確認地点＞

凡 例
豚熱陽性

免疫獲得個体

感受性個体

ELISA未検査

R6.7～9月

R6.10～12月

R7.1～3月

R7.4～
(8.29時点)
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（３）県内のいのししの現状

③ 免疫獲得率

• 令和２～４年度までは年々減少傾向にあったが、令和５年から上昇傾向に転じ、令和６年５～６月には
５０％を上回ったが、その後は２7％～４９％の間で推移している。

＜豚熱感染率・免疫獲得率の推移（R7.7.31時点）＞豚熱感染率

免疫獲得率

感受性個体の割合

PCR検査頭数
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（３）県内のいのししの現状

＜月齢４区分別 豚熱感染率・免疫獲得率の推移＞

• 令和５年から１２か月齢以上で免疫獲得率が上昇傾向にあり、２４か月齢以上では令和６年２月以降６０％
以上で推移している。

4か月齢未満 4〜12か月齢

12〜24か月齢 24か月齢以上



（４）「野生いのしし対策」の取組状況
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① 捕獲の強化
• 年間１万頭を目標に、調査捕獲や有害捕獲の支援を実施。

② 経口ワクチン散布
・ 年間２期４回の散布を実施。

＜平成３０年度以降の野生いのししの捕獲頭数＞

R7
(6月末まで)

R6R5R4R3R2R1H30年度

6721,7271,4211,6841,4682,5021,574552調査捕獲
（その他捕獲を含む）

1,0245,1044,4703,6852,7672,3683,5818,310有害捕獲

-2,3802,0102,2921,9701,9487202,114狩猟
（R1は広域捕獲）

1,6969,2117,9017,6616,2056,8185,87510,979合計

＜令和７年度散布実績・予定（定期散布）＞

後期前期

４回目３回目２回目1回目

10/22～10/269/3～9/7
7/2～7/65/21～5/25

北部

1/21～1/2510/22～10/26南部

実施予定実施予定
実施済

(2,144地点)
実施済

(2,125地点)



（５）経口ワクチンの摂食率向上に向けた取組み

①経口ワクチン摂食状況

• 年間を通じて痕跡がなかった地点を見直し。
変更213地点のうち77地点（36％）で摂食を確認

②摂食率向上に向けた取組み

• 散布方法の変更（イノシシの習性に着目した改良型散布方法の普及）
実証試験において摂食地点率の増加が確認された改良型の散布方法を他地域に拡大・普及

19

摂食率（地点）
散布時期

Ｒ７Ｒ６

40％36％(5/21～25)１回目前期

＜摂食率（地点）の前年同期比較＞

＜改良型の散布方法の改善＞＜改良型散布方法の実証状況（関ヶ原町）＞（摂食率（地点））

R7R6R5R4

63%32%40%18%前期１回目

63%33%40%18%前期２回目

-44%40%27%後期１回目

-48%40%64%後期２回目

改良型
(とうもろこし)

改良型
（米ぬか）

改良型
（米ぬか）

従来型
（米ぬか）

散布方式
（誘因餌）

※従来型：深さ10cm程度の穴にワクチンを埋設
※改良型：従来型の上に20～25㎝程度の石を乗せ、周囲を囲いタヌキなど小動物による盗食を防止（当県開発）

摂食率（地点）
散布時期

改良型従来型

43％39％(5/21～25)１回目前期

＜改良型散布方法の現地普及状況（今年度前期１回目）＞

(散布地点数：従来型 1,515地点、改良型 610地点)

(散布地点数：R6 2,002地点、 R7 2,125地点)

（穴の断面）

10
cm

程
度

土

エサ

地表面

ワクチン2個

大きめの石
20〜25㎝程度

（穴の断面）

10
cm

程
度

土

エサ

地表面

ワクチン2個

大きめの石
20〜25㎝程度

令和５年度当初 令和６年度以降
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（６）令和7年度の狩猟期に向けた対策

１１月に解禁される狩猟期に向け、豚熱ウイルスをさらに拡散させないよう、対策を継続実施。

「防疫研修会」等の実施状況
・豚熱や防疫の基礎知識、捕獲時の消毒方法等、いのしし肉の取扱いなどについて研修。

〇狩猟事故防止研修会
・豚熱に感染した野生いのししが確認されている地域の猟友会支部における狩猟事故防止研修会で徹底。

〇狩猟免許更新講習等
・6～9月に県庁及び各総合庁舎で実施した狩猟免許更新講習などで防疫措置について啓発。

① 県をまたいだ狩猟登録の自粛

• 岐阜県から他県への狩猟登録、他県から岐阜県への狩猟登録の自粛を依頼。

② 防疫研修等を受講したもののみの狩猟登録

• 狩猟時の消毒の励行、留意事項を徹底するため、狩猟登録にあたり防疫研修等の修了を確認。
• なお、狩猟者登録証交付時にも、防疫に関する資料を配布。

③ 防疫措置の自己点検、監視・指導

• 出猟したときに日時、地域を記録する「出猟カレンダー」を利用して自己チェックを実施。
• 県猟友会の協力のもと「狩猟事故防止指導員」「安全狩猟指導員」が巡回し、防疫措置等を監視・指導。

④ その他

• 「狩猟時の防疫措置の徹底」「捕獲個体の適正処理」「県境付近における「巻狩り」の自粛」「サーベ
イランス検体の提供」などを県猟友会に依頼。

• 「いのししマップぎふ」や県公式HPなどを利用し、野生いのししの豚熱感染確認状況を随時情報提供。



① ジビエ事業者申出状況

• 「【岐阜県版】野生いのししジビエ利用マニュアル」を令和４年８月１日に発出。

＜申出事業者一覧・年度別処理実績（R7.8.29）＞
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（７）ジビエ利用について

※14はR7新設。 ※5は未更新により失効。 ※搬入個体陽性確認事案１件を除く

② 陽性確認時の防疫措置

• R6年度に陽性が１件あり、処理施設の防疫対策を実施（R7.1月）。

• 防疫作業時におけるチェックリストを作成し、陽性発生時における防疫体制を確立。

→チェックリストは、農林水産省動物衛生課から各都府県へ共有された。

豚熱陽性高率エリア：

R7.8.29現在
承認
年度 R4 R5 R6 R7

1 ジビエトミノ 関市 R4 3 2 0 0 5
2 ジビエ工房めいほう 郡上市 R4 7 6 0 0 13
3 苗木ジビエ 中津川市 R4 3 0 3 0 6
4 飛騨狩人工房 高山市 R4 0 2 0 0 2
5 野生獣肉解体処理Bambi 飛騨市 R4 0 0 − − 0
6 自然派工房ほたる 恵那市 R4 0 2 6 0 8
7 猟師２９ 飛騨市 R4 1 1 0 0 2
8 一般社団法人 郡上地美恵 郡上市 R4 0 2 0 0 2
9 株式会社 恵那ジビエ 恵那市 R5 0 15 0 15

10 GOD HILL WILD 飛騨市 R5 6 1 0 7
11 五宝の滝 八百津町 R5 2 0 0 2
12 飛騨高山 舞地美恵 高山市 R6 6 15 21
13 山命 下呂市 R6 0 0 0
14 けものみち 八百津町 R7 0 0

14 23 31 15 83合 計

合計施設処理頭数所在地処理施設の名称No



③ 豚熱陽性が高率に確認されているエリア（ジビエ利用を避けるエリア）基準の見直し

従来、県が独自に定めていた「豚熱陽性が高率に確認されているエリア」の条件について、今
年度国から助言として示された指標に置き換えて適用する。

◇国指標

• 任意の捕獲エリアで過去1年間の陽性率が10％未満の場合、ジビエの利用を
開始可能とする。

• 陽性率が20％を超える場合、陽性が多数確認された地区を一時的に除外し、
残りの地区で利用継続

• 除外地区は陽性率の低下後、再組み入れ

◇県基準の見直し（案）

◇情報提供

• ジビエ利用において参考情報となるよう、捕獲された野生いのししの感染状況を、県が発信する
【いのししマップ】等にて、引き続き当分の間情報提供する。 22

（７）ジビエ利用について

現在の基準︓陽性個体確認地点から半径10km以内かつ、捕獲・発見時から180日以内
（豚熱陽性高率エリア）の個体を利用しない。

見直し後の基準︓(1)「任意の捕獲エリア」の単位を各家畜保健衛生所管内とする。
(2)各家保管内において毎月算出する過去1年間の陽性率が20％を
超えた場合、当該家保管内の個体を利用しない。

(3)当該管内が翌月以降20％未満となった場合、利用再開を可とする。

＜家保管内別豚熱年間検査数＞ (単位：件)

R4 R5 R6

中央 393 326 485

中濃 928 1,388 1,021

東濃 1,157 854 1,028

飛騨 197 284 218

県計 2,675 2,852 2,752


